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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１コネクタを有する蓄電池を収容する収容装置であって、
　前記蓄電池を保持する蓄電池保持部と、
　（ｉ）前記蓄電池の前記第１コネクタに接続される第２コネクタを、前記第１コネクタ
に向かって移動させる、及び／又は、（ｉｉ）前記蓄電池の前記第１コネクタに接続され
ている第２コネクタを、前記第１コネクタから離れる方向に向かって移動させる駆動部と
、
　を備える、収容装置。
【請求項２】
　前記蓄電池を収容可能な筐体をさらに備え、
　前記筐体には、前記蓄電池の搬入又は搬出に利用可能な大きさを有する開口が形成され
ており、
　前記筐体は、回転動作及びスライド動作の少なくとも一方によって、前記開口を開閉可
能に構成された蓋部を有し、
　前記蓄電池保持部は、
　前記蓋部の１以上の面のうち、前記筐体の内部に対向する面に配され、
　前記蓋部と、前記蓄電池保持部に保持された前記蓄電池との相対位置を規定する、
　請求項１に記載の収容装置。
【請求項３】
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　前記駆動部は、（ａ）前記第２コネクタが、前記蓋部が閉じるにつれて前記第１コネク
タに向かって移動し、（ｂ）前記第２コネクタの移動が、（ｉ）前記蓋部が完全に閉じた
時に、又は、（ｉｉ）前記蓋部が完全に閉じた時よりも前に終了するように、前記第２コ
ネクタを駆動する、
　請求項２に記載の収容装置。
【請求項４】
　前記駆動部は、（ａ）前記第２コネクタが、前記蓋部が開くにつれて前記第１コネクタ
から離れる方向に向かって移動し、（ｂ）前記第２コネクタの移動が、（ｉ）前記蓋部が
完全に開いた時に、又は、（ｉｉ）前記蓋部が完全に開いた時よりも前に終了するように
、前記第２コネクタを駆動する、
　請求項２又は請求項３に記載の収容装置。
【請求項５】
　前記駆動部は、（ｉ）前記蓋部の開閉により生じる力及び（ｉｉ）前記蓄電池に働く重
力の少なくとも一方を、前記駆動部の駆動力に変換する動力伝達部を有する、
　請求項２から請求項４までの何れか一項に記載の収容装置。
【請求項６】
　前記動力伝達部は、１以上のカム機構及び１以上のリンク機構の少なくとも１つを有す
る、請求項５に記載の収容装置。
【請求項７】
　前記第２コネクタを保持するコネクタ保持部と
　前記筐体の内部に配され、前記蓋部が完全に閉じた状態における前記コネクタ保持部の
位置を規定する位置決め部と、
　をさらに備え、
　前記位置決め部は、前記蓋部が完全に閉じた状態において、前記第１コネクタが及び前
記第２コネクタが電気的に接続されるように、前記コネクタ保持部を位置決めする、
　請求項２から請求項６までの何れか一項に記載の収容装置。
【請求項８】
　前記蓄電池保持部は、前記コネクタ保持部と対向する面に、前記コネクタ保持部を貫通
して、前記蓄電池の挿入方向に延伸する延伸部材を有し、
　前記コネクタ保持部は、
　前記蓄電池の挿入方向に並進運動するように構成されており、
　前記蓄電池保持部と対向する面の反対側の面に、リンク部材を有し、
　前記リンク部材は、
　前記位置決め部に接する第１面及び前記延伸部材に接する第２面を有し、前記第１面及
び前記第２面が交差する角の近傍を中心として回転可能に配された第１リンク部材と、
　一端が、前記コネクタ保持部の前記反対側の面に固定され、他端が、前記第１リンク部
材と回転可能に結合される第２リンク部材と、
　を有する、
　請求項７に記載の収容装置。
【請求項９】
　前記蓋部の開閉により回転する回転軸に取り付けられるカム部をさらに備え、
　前記コネクタ保持部は、前記カム部の従節であり、
　前記カム部の回転に伴う前記第２コネクタの並進運動により、前記第１コネクタ及び前
記第２コネクタの相対位置が調整される、
　請求項７に記載の収容装置。
【請求項１０】
　前記駆動部は、前記蓋部が完全に閉じた後、前記第２コネクタを前記第１コネクタに向
かって移動させる、
　請求項２に記載の収容装置。
【請求項１１】
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　前記駆動部は、前記蓋部が完全に開いた後、前記第２コネクタを前記第１コネクタから
離れる方向に向かって移動させる、
　請求項２又は請求項１０に記載の収容装置。
【請求項１２】
　前記蓋部の開閉を検出する開閉検出部をさらに備え、
　前記駆動部は、前記開閉検出部が前記蓋部の開閉を検出したことに応じて、前記第２コ
ネクタを移動させる、
　請求項２、請求項１０又は請求項１１に記載の収容装置。
【請求項１３】
　前記蓄電池保持部が前記蓄電池を保持したことを検出する保持検出部をさらに備え、
　前記駆動部は、前記保持検出部が前記蓄電池の前記保持を検出したことに応じて、前記
第２コネクタを移動させる、
　請求項１から請求項１２までの何れか一項に記載の収容装置。
【請求項１４】
　前記蓄電池が、可搬式の蓄電池である、
　請求項１から請求項１３までの何れか一項に記載の収容装置。
【請求項１５】
　前記可搬式の蓄電池の重量が、３ｋｇ以上である、
　請求項１４に記載の収容装置。
【請求項１６】
　前記第１コネクタ及び前記第２コネクタを介して、前記蓄電池を充電する充電部をさら
に備える、
　請求項１から請求項１５までの何れか一項に記載の収容装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、収容装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、電動バイク用の蓄電池を格納し、電動バイクのユーザに、充電が完了した蓄電
池を提供する充電ステーションが知られている（例えば、特許文献１を参照されたい）。
　［先行技術文献］
　［特許文献］
　［特許文献１］　特表２０１６－５１４３５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　蓄電池側のコネクタ及び充電ステーション側のコネクタの接続及び分離の少なくとも一
方に利用され得る機構又は方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の第１の態様においては、収容装置が提供される。上記の収容装置は、例えば、
蓄電池を収容する。蓄電池は、第１コネクタを有してよい。上記の収容装置は、例えば、
蓄電池を保持する蓄電池保持部を備える。上記の収容装置は、例えば、（ｉ）蓄電池の第
１コネクタに接続される第２コネクタを、第１コネクタに向かって移動させる、及び／又
は、（ｉｉ）蓄電池の第１コネクタに接続されている第２コネクタを、第１コネクタから
離れる方向に向かって移動させる駆動部を備える。
【０００５】
　上記の収容装置は、蓄電池を収容可能な筐体を備えてよい。上記の収容装置において、
筐体には、蓄電池の搬入又は搬出に利用可能な大きさを有する開口が形成されていてよい
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。上記の収容装置において、筐体は、回転動作及びスライド動作の少なくとも一方によっ
て、開口を開閉可能に構成された蓋部を有してよい。上記の収容装置において、蓄電池保
持部は、蓋部の１以上の面のうち、筐体の内部に対向する面に配されてよい。上記の収容
装置において、蓄電池保持部は、蓋部と、蓄電池保持部に保持された蓄電池との相対位置
を規定してよい。
【０００６】
　上記の収容装置において、駆動部は、（ａ）第２コネクタが、蓋部が閉じるにつれて第
１コネクタに向かって移動し、（ｂ）第２コネクタの移動が、（ｉ）蓋部が完全に閉じた
時に、又は、（ｉｉ）蓋部が完全に閉じた時よりも前に終了するように、第２コネクタを
駆動してよい。上記の収容装置において、駆動部は、（ａ）第２コネクタが、蓋部が開く
につれて第１コネクタから離れる方向に向かって移動し、（ｂ）第２コネクタの移動が、
（ｉ）蓋部が完全に開いた時に、又は、（ｉｉ）蓋部が完全に開いた時よりも前に終了す
るように、第２コネクタを駆動してよい。上記の収容装置において、駆動部は、（ｉ）蓋
部の開閉により生じる力及び（ｉｉ）蓄電池に働く重力の少なくとも一方を、駆動部の駆
動力に変換する動力伝達部を有してもよい。上記の収容装置において、動力伝達部は、１
以上のカム機構及び１以上のリンク機構の少なくとも１つを有してよい。
【０００７】
　上記の収容装置は、第２コネクタを保持するコネクタ保持部を備えてよい。上記の収容
装置は、筐体の内部に配され、蓋部が完全に閉じた状態におけるコネクタ保持部の位置を
規定する位置決め部を備えてよい。上記の収容装置において、位置決め部は、蓋部が完全
に閉じた状態において、第１コネクタが及び第２コネクタが電気的に接続されるように、
コネクタ保持部を位置決めしてよい。
【０００８】
　上記の収容装置において、蓄電池保持部は、コネクタ保持部と対向する面に、コネクタ
保持部を貫通して、蓄電池の挿入方向に延伸する延伸部材を有してよい。上記の収容装置
において、コネクタ保持部は、蓄電池の挿入方向に並進運動するように構成されてよい。
上記の収容装置において、コネクタ保持部は、蓄電池保持部と対向する面の反対側の面に
、リンク部材を有してよい。上記の収容装置において、リンク部材は、位置決め部に接す
る第１面及び延伸部材に接する第２面を有し、第１面及び第２面が交差する角の近傍を中
心として回転可能に配された第１リンク部材を有してよい。上記の収容装置において、リ
ンク部材は、一端が、コネクタ保持部の反対側の面に固定され、他端が、第１リンク部材
と回転可能に結合される第２リンク部材を有してよい。上記の収容装置は、蓋部の開閉に
より回転する回転軸に取り付けられるカム部を備えてよい。上記の収容装置において、コ
ネクタ保持部は、カム部の従節であってよい。上記の収容装置において、カム部の回転に
伴う第２コネクタの並進運動により、第１コネクタ及び第２コネクタの相対位置が調整さ
れてよい。
【０００９】
　上記の収容装置において、駆動部は、蓋部が完全に閉じた後、第２コネクタを第１コネ
クタに向かって移動させてよい。上記の収容装置において、駆動部は、蓋部が完全に開い
た後、第２コネクタを第１コネクタから離れる方向に向かって移動させてよい。上記の収
容装置は、蓋部の開閉を検出する開閉検出部を備えてよい。上記の収容装置において、駆
動部は、開閉検出部が蓋部の開閉を検出したことに応じて、第２コネクタを移動させてよ
い。
【００１０】
　上記の収容装置は、蓄電池保持部が蓄電池を保持したことを検出する保持検出部を備え
てよい。上記の収容装置において、駆動部は、保持検出部が蓄電池の保持を検出したこと
に応じて、第２コネクタを移動させてよい。上記の収容装置において、蓄電池は、可搬式
の蓄電池であってよい。上記の収容装置において、可搬式の蓄電池の重量は、３ｋｇ以上
であってよい。上記の収容装置は、第１コネクタ及び第２コネクタを介して、蓄電池を充
電する充電部を備えてよい。
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【００１１】
　なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではない。また
、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】収容装置１００のシステム構成の一例を概略的に示す。
【図２】バッテリステーション２００の外観の一例を概略的に示す。
【図３】収容ボックス２１０内部構成の一例を概略的に示す。
【図４】収容ボックス４１０の内部構成の一例を概略的に示す。
【図５】収容ボックス５１０の内部構成の一例を概略的に示す。
【図６】収容ボックス６１０の内部構成の一例を概略的に示す。
【図７】収容ボックス６１０の内部構成の一例を概略的に示す。
【図８】収容ボックス８１０の内部構成の一例を概略的に示す。
【図９】収容ボックス８１０の内部構成の一例を概略的に示す。
【図１０】収容ボックス８１０の内部構成の一例を概略的に示す。
【図１１】収容ボックス１１１０の内部構成の一例を概略的に示す。
【図１２】収容ボックス１１１０の内部構成の一例を概略的に示す。
【図１３】収容ボックス１１１０の内部構成の一例を概略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範
囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組
み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。なお、図面において、同一
または類似の部分には同一の参照番号を付して、重複する説明を省く場合がある。
【００１４】
　［収容装置１００の概要］
　図１は、収容装置１００のシステム構成の一例を概略的に示す。本実施形態において、
収容装置１００は、１又は複数の蓄電池１０２を収容する。蓄電池１０２は、例えば、第
１コネクタ１０４を有してよい。収容装置１００は、例えば、蓄電池保持部１１０を備え
る。収容装置１００は、例えば、駆動部１２０を備える。
【００１５】
　本実施形態において、蓄電池保持部１１０は、蓄電池１０２を保持してよい。駆動部１
２０は、第２コネクタ１０６を移動させる。第２コネクタ１０６は、これから第１コネク
タ１０４に接続されるコネクタであってもよい。第２コネクタ１０６は、既に第１コネク
タ１０４に接続されているコネクタであってもよい。本実施形態において、駆動部１２０
は、例えば、これから第１コネクタ１０４に接続される第２コネクタ１０６を、第１コネ
クタ１０４に向かって移動させる。駆動部１２０は、例えば、（ｉｉ）第１コネクタ１０
４に接続されている第２コネクタ１０６を、第１コネクタ１０４から離れる方向に向かっ
て移動させる。
【００１６】
　例えば、ユーザが、蓄電池１０２を蓄電池保持部１１０に収容するときに、蓄電池１０
２の質量を利用して第１コネクタ１０４及び第２コネクタ１０６を接続させたり、ユーザ
が蓄電池１０２を強く押し込むことで、第１コネクタ１０４及び第２コネクタ１０６を接
続させたりすることが考えられる。しかしながら、上記の手法によれば、蓄電池１０２の
質量、又は、蓄電池保持部１１０に印加された力により、第１コネクタ１０４及び第２コ
ネクタ１０６の少なくとも一方が破損する可能性がある。また、第１コネクタ１０４及び
第２コネクタ１０６の挿し込み荷重、及び、引き抜き荷重が大きい場合には、ユーザの利
便性が損なわれたり、ユーザの行動により第１コネクタ１０４及び第２コネクタ１０６の
破損が促されたりする可能性がある。
【００１７】
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　これに対して、本実施形態によれば、蓄電池１０２が蓄電池保持部１１０に保持された
状態で、駆動部１２０が第２コネクタ１０６を移動させることにより、第１コネクタ１０
４及び第２コネクタ１０６が接続したり、分離したりする。例えば、本実施形態によれば
、蓄電池１０２が蓄電池保持部１１０の保持位置において保持された後、第１コネクタ１
０４及び第２コネクタ１０６が接続されるまでの期間において、第１コネクタ１０４及び
第２コネクタ１０６の相対位置の変化率が、第１コネクタ１０４及び蓄電池保持部１１０
の相対位置の変化率よりも大きい。また、接続されている第１コネクタ１０４及び第２コ
ネクタ１０６が分離されるまでの期間において、第１コネクタ１０４及び第２コネクタ１
０６の相対位置の変化率が、第１コネクタ１０４及び蓄電池保持部１１０の相対位置の変
化率よりも大きい。
【００１８】
　これにより、一実施形態によれば、第１コネクタ１０４又は第２コネクタ１０６の破損
が抑制される。他の実施形態によれば、第１コネクタ１０４及び第２コネクタ１０６の挿
し込み荷重、及び／又は、引き抜き荷重が大きい場合であっても、ユーザの負担が軽減さ
れる。その結果、ユーザの利便性が向上する。また、ユーザが、蓄電池１０２を力任せに
挿し込んだり、引き抜いたりすることを防止することができる。
【００１９】
　図２及び図３を用いて、バッテリステーション２００について説明する。図２は、バッ
テリステーション２００の外観の一例を概略的に示す。図２に示されるとおり、本実施形
態において、バッテリステーション２００は、１以上の収容ボックス２１０を備える。１
以上の収容ボックス２１０のそれぞれには、モバイルバッテリ１０が収容される。モバイ
ルバッテリ１０は、可搬式の蓄電池であってよい。蓄電池の種類は特に限定されるもので
はなく、例えば、任意の種類の二次電池が利用され得る。モバイルバッテリ１０の重量は
、１ｋｇ以上であってもよく、３ｋｇ以上であってもよく、５ｋｇ以上であってもよく、
１０ｋｇ以上であってもよい。なお、モバイルバッテリ１０の重量はこれらに限定される
ものではない。
【００２０】
　本実施形態において、モバイルバッテリ１０は、コネクタ１２を有する。コネクタ１２
は、電力線及び通信線の少なくとも一方を有してよい。コネクタ１２は、有線接続用のコ
ネクタであってもよく、無線接続用のコネクタであってもよい。コネクタ１２が有線接続
用のコネクタである場合、コネクタ１２は、モバイルバッテリ１０の一面（例えば、底面
である。）に形成された溝又は凹部に配されることが好ましい。これにより、コネクタ１
２の破損を抑制することができる。モバイルバッテリ１０は、蓄電池の一例であってよい
。コネクタ１２は、第１コネクタの一例であってよい。
【００２１】
　図３は、収容ボックス２１０の内部構成の一例を概略的に示す。図３は、収容ボックス
２１０の蓋が閉じている状態における、収容ボックス２１０の側断面の一例であってよい
。本実施形態において、図３には、（ｉ）収容されたモバイルバッテリ１０のコネクタ１
２が電気的に接続されていない状態３０２における、収容ボックス２１０の側断面の概略
図と、（ｉｉ）収容されたモバイルバッテリ１０のコネクタ１２が電気的に接続されてい
る状態３０４における、収容ボックス２１０の側断面の概略図とが含まれる。
【００２２】
　例えば、収容ボックス２１０の蓋を閉じた後、収容ボックス２１０の蓋がロックされる
と、収容ボックス２１０の状態が、状態３０２から状態３０４へと遷移する。また、収容
ボックス２１０の蓋のロックが解除されると、収容ボックス２１０の状態が、状態３０４
から状態３０２へと遷移する。
【００２３】
　本実施形態において、収容ボックス２１０は、例えば、ハウジング３２０と、バッテリ
ホルダ３３０と、コネクタ３４０と、コネクタホルダ３４２と、接続制御部３５０とを備
える。本実施形態において、ハウジング３２０は、例えば、蓋３２２と、ヒンジ３２４と
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、位置調整部材３２６と有する。本実施形態において、接続制御部３５０は、例えば、駆
動部材３５２と、検出部材３５４とを有する。
【００２４】
　ハウジング３２０は、筐体の一例であってよい。蓋３２２とは、蓋部の一例であってよ
い。位置調整部材３２６は、位置決め部の一例であってよい。バッテリホルダ３３０は、
蓄電池保持部の一例であってよい。コネクタ３４０は、第２コネクタの一例であってよい
。コネクタホルダ３４２は、コネクタ保持部の一例であってよい。接続制御部３５０は、
駆動部の一例であってよい。駆動部材３５２は、動力伝達部の一例であってよい。検出部
材３５４は、開閉検出部及び保持検出部の一例であってよい。
【００２５】
　本実施形態において、ハウジング３２０は、例えば、その内部に、モバイルバッテリ１
０を収容する。ハウジング３２０は、単一のモバイルバッテリ１０を収容してもよく、複
数のモバイルバッテリ１０を収容してもよい。本実施形態において、ハウジング３２０に
は、モバイルバッテリ１０の搬入又は搬出に利用可能な大きさを有する開口３２１が形成
されている。本実施形態において、蓋３２２は、回転動作によって、開口３２１を開閉可
能に構成されている。例えば、蓋３２２は、ヒンジ３２４により、開口３２１を覆うよう
にして、ハウジング３２０に取り付けられる。なお、他の実施形態において、蓋３２２は
、スライド動作によって、開口３２１を開閉可能に構成されていてもよい。
【００２６】
　本実施形態において、位置調整部材３２６は、ハウジング３２０の内部に配され、コネ
クタホルダ３４２の位置を規定する。例えば、位置調整部材３２６は、蓋３２２が完全に
閉じた状態におけるコネクタホルダ３４２の位置を規定する。位置調整部材３２６は、蓋
３２２が完全に閉じた状態において、コネクタ１２及びコネクタ３４０が電気的に接続さ
れるように、コネクタホルダ３４２を位置決めしてもよい。
【００２７】
　本実施形態において、位置調整部材３２６は、接続制御部３５０の設置面を規定する。
これにより、位置調整部材３２６は、例えば、接続制御部３５０がコネクタホルダ３４２
を押し上げた場合における、コネクタホルダ３４２の高さを規定することができる。その
結果、例えば、接続制御部３５０は、コネクタ１２及びコネクタ３４０の少なくとも一方
の破損を抑制しつつ、コネクタ３４０をコネクタ１２に接続することができる。位置調整
部材３２６は、弾性部材又は緩衝部材を有し、コネクタ３４０をコネクタ１２に接続する
際の衝撃の一部を吸収してもよい。
【００２８】
　本実施形態において、バッテリホルダ３３０は、モバイルバッテリ１０を保持する。本
実施形態において、バッテリホルダ３３０は、蓋３２２の１以上の面のうち、ハウジング
３２０の内部に対向する面（蓋３２２の内側の面、蓋３２２の内面などと称する場合があ
る。）に配される。バッテリホルダ３３０は、蓋３２２と、バッテリホルダ３３０に保持
されたモバイルバッテリ１０との相対位置を規定してよい。これにより、蓋３２２の開閉
に伴い、モバイルバッテリ１０も移動する。バッテリホルダ３３０は、蓋３２２が完全に
閉じた状態において、モバイルバッテリ１０を、ハウジング３２０の底面よりも上方に保
持してよい。これにより、コネクタ１２及びコネクタ３４０の少なくとも一方の破損を抑
制することができる。
【００２９】
　本実施形態において、コネクタ３４０は、コネクタ１２と電気的に接続される。コネク
タ３４０は、コネクタ１２を介して、モバイルバッテリ１０との間で情報を送受してよい
。例えば、コネクタ３４０は、コネクタ１２を介して、モバイルバッテリ１０に配された
メモリ（図示されていない。）との間で情報を送受してよい。コネクタ３４０は、コネク
タ１２と着脱可能に接続されてよい。
【００３０】
　コネクタ３４０は、充電装置３９０と電気的に接続されてよい。充電装置３９０は、コ
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ネクタ１２及びコネクタ３４０を介して、モバイルバッテリ１０を充電する。充電装置３
９０は、充電部の一例であってよい。コネクタ３４０は、通信ネットワークを介して、充
電装置３９０又は他の外部機器との間で情報を送受してもよい。
【００３１】
　本実施形態において、通信ネットワークは、有線通信の伝送路であってもよく、無線通
信の伝送路であってもよく、無線通信の伝送路及び有線通信の伝送路の組み合わせであっ
てもよい。通信ネットワークは、無線パケット通信網、インターネット、Ｐ２Ｐネットワ
ーク、専用回線、ＶＰＮ、電力線通信回線などを含んでもよい。通信ネットワークは、（
ｉ）携帯電話回線網などの移動体通信網を含んでもよく、（ｉｉ）無線ＭＡＮ（例えば、
ＷｉＭＡＸ（登録商標）である。）、無線ＬＡＮ（例えば、ＷｉＦｉ（登録商標）である
。）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）、ＮＦＣ（Ｎｅａｒ
　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）などの無線通信網を含んでもよい。
【００３２】
　本実施形態において、コネクタホルダ３４２は、コネクタ３４０を保持する。コネクタ
ホルダ３４２は、接続制御部３５０に駆動されて移動する。コネクタホルダ３４２は、モ
バイルバッテリ１０の挿入方向（図中、上下方向である。）に並進運動するように構成さ
れてよい。なお、この場合、モバイルバッテリ１０の挿入方向の、鉛直方向に対する角度
は、蓋３２２の開閉に応じて変化する。例えば、コネクタホルダ３４２の一部が、バッテ
リホルダ３３０の一端を覆うように配されてよい。コネクタホルダ３４２は、コネクタホ
ルダ３４２の一部がバッテリホルダ３３０の外部をスライドするように構成されてよい。
【００３３】
　一実施形態において、コネクタ３４０は、蓋３２２の開閉操作に伴って、蓋３２２と一
緒に移動する。例えば、コネクタホルダ３４２がバッテリホルダ３３０と連結されている
場合、コネクタ３４０は、蓋３２２の開閉操作に伴って、蓋３２２と一緒にヒンジ３２４
を中心に回転する。なお、蓋３２２がスライド式である場合、コネクタ３４０は、蓋３２
２の開閉操作に伴って、蓋３２２と一緒にスライドしてもよい。
【００３４】
　他の実施形態において、コネクタ３４０は、蓋３２２の開閉操作に伴って移動するもの
の、蓋３２２の駆動力とは異なる駆動力により移動する。例えば、コネクタホルダ３４２
が接続制御部３５０と連結されており、コネクタホルダ３４２がバッテリホルダ３３０と
着脱自在に構成されている場合において、接続制御部３５０が、蓋３２２の開閉操作を検
出して、蓋３２２の開閉動作中にコネクタホルダ３４２を駆動することにより、コネクタ
３４０が移動する。
【００３５】
　さらに他の実施形態において、コネクタ３４０は、コネクタ３４０の位置が、蓋３２２
が開閉操作の影響を受けないように構成される。例えば、コネクタホルダ３４２が接続制
御部３５０と連結されており、コネクタホルダ３４２がバッテリホルダ３３０と着脱自在
に構成されている場合において、接続制御部３５０が、蓋３２２の開閉操作を検出して、
蓋３２２の開閉動作の前後の期間においてコネクタホルダ３４２を駆動することにより、
コネクタ３４０が移動する。
【００３６】
　［接続制御部３５０の概要］
　本実施形態において、接続制御部３５０は、コネクタ１２及びコネクタ３４０の相対位
置を制御する。これにより、接続制御部３５０は、コネクタ１２及びコネクタ３４０の接
続及び分離の少なくとも一方を制御することができる。接続制御部３５０は、コネクタ３
４０を移動させることにより、コネクタ１２及びコネクタ３４０の相対位置を制御してよ
い。例えば、接続制御部３５０は、バッテリホルダ３３０及びコネクタホルダ３４２の相
対位置を制御することにより、コネクタ１２及びコネクタ３４０の相対位置を制御する。
接続制御部３５０は、コネクタ１２及びコネクタ３４０の相対位置の変化率が、コネクタ
１２及びバッテリホルダ３３０の相対位置の変化率よりも大きくなるように、コネクタ１
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２及びコネクタ３４０の相対位置を制御してよい。
【００３７】
　一実施形態において、接続制御部３５０は、モバイルバッテリ１０がバッテリホルダ３
３０の保持位置において保持された後、コネクタ１２及びコネクタ３４０が接続されるま
での期間において、コネクタ１２及びコネクタ３４０の相対位置の変化率が、コネクタ１
２及びバッテリホルダ３３０の相対位置の変化率よりも大きくなるように、コネクタ１２
及びコネクタ３４０の相対位置を制御する。他の実施形態において、接続制御部３５０は
、接続されているコネクタ１２及びコネクタ３４０が分離されるまでの期間において、コ
ネクタ１２及びコネクタ３４０の相対位置の変化率が、コネクタ１２及びバッテリホルダ
３３０の相対位置の変化率よりも大きくなるように、コネクタ１２及びコネクタ３４０の
相対位置を制御する。
【００３８】
　これにより、一実施形態によれば、コネクタ１２及びコネクタ３４０の破損が抑制され
る。他の実施形態によれば、コネクタ１２及びコネクタ３４０の挿し込み荷重、及び／又
は、引き抜き荷重が大きい場合であっても、ユーザの負担が軽減される。その結果、ユー
ザの利便性が向上する。また、ユーザが、バッテリホルダ３３０にモバイルバッテリ１０
を力任せに挿し込んだり、バッテリホルダ３３０からモバイルバッテリ１０を力任せに引
き抜いたりすることを防止できる。
【００３９】
　接続制御部３５０の少なくとも一部は、蓋３２２及びバッテリホルダ３３０の少なくと
も一部と結合されており、蓋３２２の開閉動作に伴って移動してもよい。接続制御部３５
０の少なくとも一部は、ハウジング３２０の内部に固定されていてもよい。一実施形態に
おいて、接続制御部３５０は、（ｉ）蓋３２２の開閉により生じる力及び（ｉｉ）モバイ
ルバッテリ１０に働く重力の少なくとも一方を、接続制御部３５０の駆動力に変換する機
械的な機構を有する。蓋３２２の開閉により生じる力は、蓋３２２の開閉により生じる回
転力であってよい。機械的な機構としては、動力伝達機構、差動駆動機構などを例示する
ことができる。動力伝達機構としては、カム機構、リンク機構などを例示することができ
る。他の実施形態において、接続制御部３５０は、電気、圧縮空気などを動力源とする機
械を有してもよい。例えば、接続制御部３５０は、アクチュエータ又はモータを有する。
【００４０】
　本実施形態によれば、モバイルバッテリ１０は、バッテリホルダ３３０に保持されてい
るので、蓋３２２が開閉しても、（モバイルバッテリ１０がバッテリホルダ３３０から脱
落しない限り）モバイルバッテリ１０と蓋３２２との相対位置は変化しない。また、蓋３
２２が完全に閉じた状態において、モバイルバッテリ１０は、ハウジング３２０の底面よ
りも上方の位置に保持される。本実施形態において、接続制御部３５０は、コネクタ３４
０を駆動して、モバイルバッテリ１０及びコネクタ３４０との相対位置を調整する。これ
により、接続制御部３５０は、コネクタ１２及びコネクタ３４０の破損を防止しながら、
コネクタ１２及びコネクタ３４０を接続することができる。
【００４１】
　一実施形態において、接続制御部３５０は、今からコネクタ１２に接続されるコネクタ
３４０を、コネクタ１２に向かって移動させる。例えば、接続制御部３５０は、コネクタ
３４０が、蓋３２２が閉じるにつれてコネクタ１２に向かって移動するように、コネクタ
３４０及びコネクタホルダ３４２の少なくとも一方を駆動する。接続制御部３５０は、コ
ネクタ３４０の移動が、（ｉ）蓋３２２が完全に閉じた時に、又は、（ｉｉ）蓋３２２が
完全に閉じた時よりも前に終了するように、コネクタ３４０及びコネクタホルダ３４２の
少なくとも一方を駆動する。接続制御部３５０は、蓋３２２が完全に閉じた後、コネクタ
３４０及びコネクタホルダ３４２の少なくとも一方をコネクタ１２に向かって移動させて
もよい。
【００４２】
　他の実施形態において、接続制御部３５０は、既にコネクタ１２に接続されているコネ
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クタ３４０を、コネクタ３４０がコネクタ１２から離れる方向に向かって移動させる。例
えば、接続制御部３５０は、蓋３２２が開くにつれて、コネクタ３４０がコネクタ１２か
ら離れる方向に向かって移動するように、コネクタ３４０及びコネクタホルダ３４２の少
なくとも一方を駆動する。接続制御部３５０は、（ｉ）蓋３２２が完全に開いた時に、又
は、（ｉｉ）蓋３２２が完全に開いた時よりも前に、コネクタ３４０の移動が終了するよ
うに、コネクタ３４０及びコネクタホルダ３４２の少なくとも一方を駆動してもよい。接
続制御部３５０は、蓋３２２が完全に開いた後、コネクタ３４０及びコネクタホルダ３４
２の少なくとも一方を、コネクタ１２から離れる方向に向かって移動させてよい。
【００４３】
　本実施形態において、駆動部材３５２は、コネクタ３４０及びコネクタホルダ３４２の
少なくとも一方を駆動する。駆動部材３５２は、少なくとも一部に、（ｉ）蓋３２２の開
閉により生じる力及び（ｉｉ）モバイルバッテリ１０に働く重力の少なくとも一方を駆動
力に変換する機械的な機構を有する。蓋３２２の開閉により生じる力は、蓋３２２の開閉
により生じる回転力であってよい。機械的な機構としては、動力伝達機構、差動駆動機構
などを例示することができる。動力伝達機構としては、カム機構、リンク機構などを例示
することができる。駆動部材３５２は、１以上のカム機構及び１以上のリンク機構の少な
くとも１つを有してもよい。機械的な機構は、動力伝達部の一例であってよい。駆動部材
３５２は、少なくとも一部に、電気、圧縮空気などを動力源とする機械を有してもよい。
上記の機械としては、アクチュエータ、モータなどを例示することができる。
【００４４】
　駆動部材３５２は、検出部材３５４が蓋３２２の開閉を検出したことに応じて、コネク
タ３４０及びコネクタホルダ３４２の少なくとも一方を移動させてもよい。駆動部材３５
２は、検出部材３５４がモバイルバッテリ１０の保持を検出したことに応じて、コネクタ
３４０及びコネクタホルダ３４２の少なくとも一方を移動させてもよい。検出部材３５４
が上記の機械的な機構の一部である場合、検出部材３５４が蓋３２２の開閉又はモバイル
バッテリ１０の保持を検出したことに応じて駆動部材３５２が動作するとは、蓋３２２の
開閉又はモバイルバッテリ１０の保持に伴う検出部材３５４の動作に連動して、駆動部材
３５２が動作することをも意味してよい。
【００４５】
　本実施形態において、検出部材３５４は、例えば、蓋３２２の開閉を検出する。検出部
材３５４は、バッテリホルダ３３０がモバイルバッテリ１０を保持したことを検出しても
よい。検出部材３５４は、上記の機械的な機構の一部であってもよく、各種のセンサであ
ってもよい。センサとしては、例えば、圧力センサ、接触センサ、カメラなどを例示する
ことができる。
【００４６】
　［接続制御部３５０の各部の具体的な構成］
　接続制御部３５０の各部は、ハードウェアにより実現されてもよく、ソフトウエアによ
り実現されてもよく、ハードウェア及びソフトウエアにより実現されてもよい。接続制御
部３５０の各部は、その少なくとも一部が、単一のサーバによって実現されてもよく、複
数のサーバによって実現されてもよい。接続制御部３５０の各部は、その少なくとも一部
が、仮想サーバ上又はクラウドシステム上で実現されてもよい。接続制御部３５０の各部
は、その少なくとも一部が、パーソナルコンピュータ又は携帯端末によって実現されても
よい。携帯端末としては、携帯電話、スマートフォン、ＰＤＡ、タブレット、ノートブッ
ク・コンピュータ又はラップトップ・コンピュータ、ウエアラブル・コンピュータなどを
例示することができる。接続制御部３５０の各部は、ブロックチェーンなどの分散型台帳
技術又は分散型ネットワークを利用して、情報を格納してもよい。
【００４７】
　接続制御部３５０を構成する構成要素の少なくとも一部がソフトウエアにより実現され
る場合、当該ソフトウエアにより実現される構成要素は、一般的な構成の情報処理装置に
おいて、当該構成要素に関する動作を規定したソフトウエア又はプログラムを起動するこ
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とにより実現されてよい。上記の一般的な構成の情報処理装置は、（ｉ）ＣＰＵ、ＧＰＵ
などのプロセッサ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、通信インタフェースなどを有するデータ処理装置と
、（ｉｉ）キーボード、ポインティングデバイス、タッチパネル、カメラ、音声入力装置
、ジェスチャ入力装置、各種センサ、ＧＰＳ受信機などの入力装置と、（ｉｉｉ）表示装
置、音声出力装置、振動装置などの出力装置と、（ｉｖ）メモリ、ＨＤＤ、ＳＳＤなどの
記憶装置（外部記憶装置を含む。）とを備えてよい。
【００４８】
　上記の一般的な構成の情報処理装置において、上記のデータ処理装置又は記憶装置は、
上記のソフトウエア又はプログラムを記憶してよい。上記のソフトウエア又はプログラム
は、プロセッサによって実行されることにより、上記の情報処理装置に、当該ソフトウエ
ア又はプログラムによって規定された動作を実行させる。上記のソフトウエア又はプログ
ラムは、非一時的なコンピュータ可読記録媒体に格納されていてもよい。上記のソフトウ
エア又はプログラムは、コンピュータを、接続制御部３５０又はその一部として機能させ
るためのプログラムであってよい。上記のソフトウエア又はプログラムは、コンピュータ
に、接続制御部３５０又はその一部における情報処理を実行させるためのプログラムであ
ってよい。
【００４９】
　図４は、収容ボックス４１０の内部構成の一例を概略的に示す。本実施形態において、
収容ボックス４１０は、接続制御部３５０が、コネクタホルダ３４２に配されている点で
、収容ボックス２１０と相違する。上記の相違点以外については、収容ボックス２１０と
同様の構成を有してよい。
【００５０】
　例えば、検出部材３５４が蓋３２２の閉操作を検出すると、駆動部材３５２が伸展する
。ハウジング３２０の適切な位置及び高さには、位置調整部材３２６が配されている。駆
動部材３５２が位置調整部材３２６と接触すると、駆動部材３５２は、コネクタホルダ３
４２をバッテリホルダ３３０に向かって移動させる。これにより、バッテリホルダ３３０
に保持されているコネクタ１２に向かって、コネクタ３４０が移動する。一方、検出部材
３５４が蓋３２２の開操作を検出すると、（ｉ）駆動部材３５２が縮小する、又は、（ｉ
ｉ）駆動部材３５２が、コネクタホルダ３４２をバッテリホルダ３３０から分離させる。
これにより、コネクタ１２及びコネクタ３４０を分離することができる。
【００５１】
　図５は、収容ボックス５１０の内部構成の一例を概略的に示す。本実施形態において、
収容ボックス５１０は、接続制御部３５０の代わりに接続制御部５５０を備える点で、収
容ボックス２１０及び収容ボックス４１０と相違する。上記の相違点以外については、収
容ボックス２１０又は収容ボックス４１０と同様の構成を有してよい。
【００５２】
　本実施形態において、接続制御部５５０は、駆動部材５５２と、検出部材５５４とを備
える。駆動部材５５２及び検出部材５５４のそれぞれは、駆動部材３５２及び検出部材３
５４と同様の構成を有してよい。本実施形態において、駆動部材５５２は、少なくとも一
部が、バッテリホルダ３３０及びコネクタホルダ３４２の間に配される。本実施形態にお
いて、接続制御部５５０は、バッテリホルダ３３０及びコネクタホルダ３４２の間に配さ
れた駆動部材５５２の長さを調整することで、バッテリホルダ３３０及びコネクタホルダ
３４２の相対位置を制御する。駆動部材５５２の長さの調整方法は、特に限定されない。
【００５３】
　なお、接続制御部５５０の構成は、本実施形態に限定されない。他の実施形態において
、接続制御部５５０は、コネクタホルダ３４２のコネクタ３４０が保持されている面に配
されてもよい。さらに他の実施形態において、複数の駆動部材５５２が設けられてもよい
。また、図３～５の実施形態が組み合わせて使用されてもよい。
【００５４】
　図６及び図７を用いて、収容ボックス６１０について説明する。図６は、蓋３２２が開
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いている状態における、収容ボックス６１０の内部構成の一例を概略的に示す。図７は、
蓋３２２が閉じている状態における、収容ボックス６１０の内部構成の一例を概略的に示
す。収容ボックス６１０は、接続制御部５５０の代わりに接続制御部６５０を有する点、
及び、位置調整部材３２６の代わりに位置調整部材６２６及びローラ６２８を有する点に
おいて、収容ボックス５１０と相違する。
【００５５】
　本実施形態において、接続制御部６５０は、駆動部材として、（ｉ）蓋３２２の開閉に
より生じる力及び（ｉｉ）モバイルバッテリ１０に働く重力の少なくとも一方を、接続制
御部３５０の駆動力に変換する機械的な機構を有する。蓋３２２の開閉により生じる力は
、蓋３２２の開閉により生じる回転力であってよい。これにより、例えば、蓋３２２を開
閉するための力Ｆ２が、コネクタホルダ３４２を駆動するための力Ｆ４に変換される。機
械的な機構としては、動力伝達機構、差動駆動機構などを例示することができる。動力伝
達機構としては、カム機構、リンク機構などを例示することができる。上記の機械的な機
構の少なくとも一部が、検出部材として利用されてもよい。例えば、蓋３２２の開閉に伴
い、接続制御部６５０の動力伝達機構の一部が作動し、当該一部の動作に連動して、動力
伝達機構の他の部分が作動することにより、バッテリホルダ３３０及びコネクタホルダ３
４２の相対位置が変化する。
【００５６】
　本実施形態によれば、蓋３２２が開いている状態では、バッテリホルダ３３０及びコネ
クタホルダ３４２の間に配された接続制御部６５０の長さが、蓋３２２が閉じている状態
における当該接続制御部６５０の長さよりも長い。例えば、接続制御部６５０の長さは、
蓋３２２の開度が大きくなるにつれて長くなる。そのため、図６においては、コネクタ３
４０及びコネクタ１２は接続されていない。図６の状態から、蓋３２２が閉じていくと、
バッテリホルダ３３０及びコネクタホルダ３４２の間に配された接続制御部６５０の長さ
が短くなっていく。さらに蓋３２２が閉じていくと、コネクタホルダ３４２がローラ６２
８に接触する。
【００５７】
　本実施形態において、ローラ６２８の位置は、位置調整部材６２６により、蓋３２２が
完全に閉じた状態において、コネクタ１２及びコネクタ３４０が電気的に接続されるよう
に設定されている。そのため、コネクタホルダ３４２がローラ６２８に接触した後、蓋３
２２がさらに閉じていくにつれて、コネクタ３４０がコネクタ１２に向かって移動する。
このとき、モバイルバッテリ１０は、バッテリホルダ３３０に保持されているので、モバ
イルバッテリ１０の質量により、コネクタ１２及びコネクタ３４０の少なくとも一方が破
損することを防止できる。同様に、蓋３２２が閉じている状態から、蓋３２２が開いてい
くについて、バッテリホルダ３３０及びコネクタホルダ３４２の間に配された接続制御部
６５０の長さが長くなってよい。
【００５８】
　［接続制御部がカム機構を有する実施形態］
　図８、図９及び図１０を用いて、収容ボックス８１０について説明する。図８は、蓋３
２２が完全に閉じた状態における収容ボックス８１０の側断面８０２と、Ａ－Ａ'断面８
０４とを示す。図９は、蓋３２２が一部開いた状態における収容ボックス８１０の側断面
８０２を示す。図１０は、蓋３２２が完全に開いた状態の収容ボックス８１０の側断面８
０２を示す。収容ボックス８１０は、接続制御部６５０の具体例としての接続制御部８５
０を備える点で、収容ボックス６１０と相違する。上記の相違点以外は、収容ボックス６
１０と同様の構成を有してよい。
【００５９】
　図８に示されるとおり、本実施形態において、接続制御部８５０は、カム８５２と、蓋
３２２の開閉動作により回転する回転部材８５４とを有する。カム８５２及び回転部材８
５４は、同一の回転軸８５６に取り付けられる。なお、図中、符号８５３は、カム８５２
の基準円を示す。また、図９に示されるとおり、回転部材８５４の外周部分には、歯車９



(13) JP 6286084 B1 2018.2.28

10

20

30

40

50

５４が配される。一方、蓋３２２には、レール部材９２０が取り付けられる。レール部材
９２０には、回転部材８５４の歯車９５４とかみ合う歯車９２２が配される。これにより
、蓋３２２の開閉動作により、カム８５２が回転軸８５６を中心として回転する。
【００６０】
　本実施形態において、コネクタホルダ３４２は、カム８５２の従節として機能する。こ
れにより、蓋３２２の開閉動作に連動して、コネクタホルダ３４２がバッテリホルダ３３
０に対して並進運動する。コネクタホルダ３４２の並進運動により、コネクタ１２及びコ
ネクタ３４０の相対位置が調整される。例えば、図９に示されるとおり、バッテリホルダ
３３０の外面９３０と、コネクタホルダ３４２の内面９４０とは、互いに対向している。
図８～図１０に示されるとおり、蓋３２２が閉じている状態における外面９３０及び内面
９４０の距離は、蓋３２２が開いている状態における外面９３０及び内面９４０の距離よ
りも小さい。
【００６１】
　［蓋３２２が開くときの動作］
　図８に示されるとおり、蓋３２２が完全に閉じた状態において、回転軸８５６とコネク
タホルダ３４２の内面９４０との距離は、カム８５２の基準円半径Ｒ４と略同等である。
このとき、コネクタホルダ３４２の開口面Ｓ２は、回転軸８５６をとおり、モバイルバッ
テリ１０の挿入方向（図８における上下方向）に垂直な面Ｓ４よりも上方に位置している
。つまり、開口面Ｓ２及びバッテリホルダ３３０の外面９３０の距離は、面Ｓ４及びバッ
テリホルダ３３０の内面９４０の距離よりも長い。一方、図１０に示されるとおり、蓋３
２２が完全に開いた状態において、回転軸８５６とコネクタホルダ３４２の内面９４０と
の距離は、カム８５２の長径の長さＲ２と略同等である。そのため、本実施形態によれば
、蓋３２２が開くにつれて、カム８５２がコネクタホルダ３４２を押す力が大きくなる。
【００６２】
　本実施形態によれば、蓋３２２を開く動作が開始されると、蓋３２２が開くにつれて、
カム８５２がコネクタホルダ３４２を押すことにより、コネクタホルダ３４２がバッテリ
ホルダ３３０から徐々に離れていく。この点は、図１０において、開口面Ｓ２及びバッテ
リホルダ３３０の外面９３０の距離は、面Ｓ４及びバッテリホルダ３３０の内面９４０の
距離よりも短いことからもわかる。そして、コネクタホルダ３４２及びバッテリホルダ３
３０の距離がある程度離れたところで、コネクタ３４０が、コネクタ１２から外れる。
【００６３】
　［蓋３２２が閉じるときの動作］
　蓋３２２が閉じる場合における、接続制御部６５０の動作は、接続制御部５５０と同様
であってよい。図１０に示されるとおり、本実施形態において、蓋が開いている状態にお
いては、コネクタホルダ３４２及びバッテリホルダ３３０が十分に離れており、コネクタ
３４０及びコネクタ１２も分離している。蓋３２２を閉じる動作が開始されると、蓋３２
２が閉じるにつれて蓋３２２に固定されているレール部材９２０が移動し、回転部材８５
４を回転させる。カム８５２及び回転部材８５４は同一の回転軸８５６に取り付けられて
おり、カム８５２の長径及び基準円の関係は上記のとおりである。そのため、蓋３２２が
閉じるにつれて、カム８５２がコネクタホルダ３４２を押す力が小さくなる。さらに蓋３
２２が閉じると、コネクタホルダ３４２の外面がローラ６２８に接触する。コネクタホル
ダ３４２がローラ６２８に接触した後、蓋３２２がさらに閉じていくにつれて、コネクタ
ホルダ３４２がバッテリホルダ３３０に向かって移動する。その結果、コネクタ３４０が
コネクタ１２に向かって移動し、最終的に、コネクタ３４０及びコネクタ１２が接続され
る。
【００６４】
　［接続制御部がリンク機構を有する実施形態］
　図１１、図１２及び図１３を用いて、収容ボックス１１１０について説明する。図１１
は、蓋３２２が完全に閉じた状態における収容ボックス１１１０の側断面１１０２と、Ａ
－Ａ'断面１１０４とを示す。図１２は、蓋３２２が一部開いた状態における収容ボック
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ス１１１０の側断面１１０２を示す。図１３は、蓋３２２が完全に開いた状態の収容ボッ
クス１１１０の側断面１１０２を示す。収容ボックス１１１０は、接続制御部６５０の具
体例としての接続制御部１１５０を備える点で、収容ボックス６１０及び収容ボックス８
１０と相違する。また、収容ボックス１１１０は、コネクタホルダ３４２の底部に１１５
０に備える点で、収容ボックス６１０及び収容ボックス８１０と相違する。上記の相違点
以外は、収容ボックス６１０又は収容ボックス８１０と同様の構成を有してよい。
【００６５】
　本実施形態において、接続制御部１１５０は、ロッド１１５２と、リンク１１５４とを
備える。本実施形態において、リンク１１５４は、リンク部材１１５６と、リンク部材１
１５７とを有する。リンク部材１１５７は、回転軸１１５８を中心として回転することが
できる。本実施形態において、コネクタホルダ３４２は、モバイルバッテリ１０の挿入方
向に並進運動するように構成されている。
【００６６】
　ロッド１１５２は、延伸部材の一例であってよい。リンク１１５４は、リンク部材の一
例であってよい。リンク部材１１５７は、第１リンク部材の一例であってよい。リンク部
材１１５６は、第２リンク部材の一例であってよい。
【００６７】
　本実施形態において、ロッド１１５２は、バッテリホルダ３３０の面のうち、コネクタ
ホルダ３４２と対向する面に配される。例えば、ロッド１１５２は、バッテリホルダ３３
０の底面に配される。コネクタホルダ３４２のロッド１１５２に対応する位置には、ロッ
ド１１５２を通すための開口が形成されている。これにより、ロッド１１５２は、コネク
タホルダ３４２を貫通して、モバイルバッテリ１０の挿入方向（図１１における上下方向
）に延伸することができる。
【００６８】
　本実施形態において、リンク１１５４は、コネクタホルダ３４２の面のうち、バッテリ
ホルダ３３０と対向する面（コネクタホルダ３４２の内面と称する場合がある。）の反対
側の面（コネクタホルダ３４２の底面と称する場合がある。）に配される。本実施形態に
おいて、リンク部材１１５６の一端は、コネクタホルダ３４２の底面に固定される。リン
ク部材１１５６の他端は、リンク部材１１５７と回転可能に結合される。実施形態におい
て、リンク部材１１５７は、ローラ６２８に接する面１２１２及びロッド１１５２に接す
る面１２１４を有する。リンク部材１１５７は、面１２１２及び面１２１４が交差する角
の近傍を中心として回転することができるように、回転軸１１５８と結合される。
【００６９】
　［蓋３２２が開くときの動作］
　図１１の状態において、蓋３２２を開く動作が開始されると、リンク部材１１５７が回
転軸１１５８を中心に回転して、リンク部材１１５７の面１２１４がロッド１１５２を押
す。リンク部材１１５７がロッド１１５２を押す力により、コネクタホルダ３４２が、バ
ッテリホルダ３３０から離れていく。そして、コネクタホルダ３４２及びバッテリホルダ
３３０の距離がある程度離れたところで、コネクタ３４０が、コネクタ１２から外れる。
【００７０】
　［蓋３２２が閉じるときの動作］
　図１３に示されるとおり、本実施形態において、蓋３２２が開いている状態においては
、コネクタホルダ３４２及びバッテリホルダ３３０が十分に離れており、コネクタ３４０
及びコネクタ１２も分離している。また、ローラ６２８の位置は、蓋３２２が完全に閉じ
た状態において、コネクタ１２及びコネクタ３４０が電気的に接続されるように設定され
ている。蓋３２２がある程度閉じた段階で、コネクタホルダ３４２の外面がローラ６２８
に接触する。コネクタホルダ３４２がローラ６２８に接触した後、蓋３２２がさらに閉じ
ていくにつれて、コネクタホルダ３４２がバッテリホルダ３３０に向かって移動する。そ
の結果、コネクタ３４０がコネクタ１２に向かって移動し、最終的に、コネクタ３４０及
びコネクタ１２が接続される。
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【００７１】
　また、バッテリホルダ３３０の外面と、コネクタホルダ３４２の内面との距離が小さく
なるにつれて、コネクタホルダ３４２の外面から突出するロッド１１５２の長さが長くな
る。コネクタホルダ３４２の外面から突出するロッド１１５２の長さが長くなるにつれて
、ロッド１１５２がリンク部材１１５７の面１２１４を押すようになる。リンク部材１１
５７は、ロッド１１５２に押された分だけ、回転軸１１５８の周りで回転する。これによ
り、次に蓋３２２を開く動作に備えることができる。
【００７２】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えること
が可能であることが当業者に明らかである。また、技術的に矛盾しない範囲において、特
定の実施形態について説明した事項を、他の実施形態に適用することができる。また、各
構成要素は、名称が同一で、参照符号が異なる他の構成要素と同様の特徴を有してもよい
。その様な変更または改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許
請求の範囲の記載から明らかである。
【００７３】
　特許請求の範囲、明細書、および図面中において示した装置、システム、プログラム、
および方法における動作、手順、ステップ、および段階等の各処理の実行順序は、特段「
より前に」、「先立って」等と明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用い
るのでない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。特許請求の範囲、明
細書、および図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」等を用いて説
明したとしても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。
【符号の説明】
【００７４】
　１０　モバイルバッテリ、１２　コネクタ、１００　収容装置、１０２　蓄電池、１０
４　第１コネクタ、１０６　第２コネクタ、１１０　蓄電池保持部、１２０　駆動部、２
００　バッテリステーション、２１０　収容ボックス、３０２　状態、３０４　状態、３
２０　ハウジング、３２１　開口、３２２　蓋、３２４　ヒンジ、３２６　位置調整部材
、３３０　バッテリホルダ、３４０　コネクタ、３４２　コネクタホルダ、３５０　接続
制御部、３５２　駆動部材、３５４　検出部材、３９０　充電装置、４１０　収容ボック
ス、５１０　収容ボックス、５５０　接続制御部、５５２　駆動部材、５５４　検出部材
、６１０　収容ボックス、６２６　位置調整部材、６２８　ローラ、６５０　接続制御部
、８０２　側断面、８０４　Ａ－Ａ'断面、８１０　収容ボックス、８５０　接続制御部
、８５２　カム、８５３　符号、８５４　回転部材、８５６　回転軸、９２０　レール部
材、９２２　歯車、９３０　外面、９４０　内面、９５４　歯車、１１０２　側断面、１
１０４　Ａ－Ａ'断面、１１１０　収容ボックス、１１５０　接続制御部、１１５２　ロ
ッド、１１５４　リンク、１１５６　リンク部材、１１５７　リンク部材、１１５８　回
転軸、１２１２　面、１２１４　面
【要約】
【課題】　蓄電池側のコネクタ及び充電ステーション側のコネクタの接続及び分離の少な
くとも一方に利用され得る機構又は方法を提供する。
【解決手段】　第１コネクタを有する蓄電池を収容する収容装置が提供される。収容装置
は、蓄電池を保持する蓄電池保持部と、（ｉ）蓄電池の第１コネクタに接続される第２コ
ネクタを、第１コネクタに向かって移動させる、及び／又は、（ｉｉ）蓄電池の第１コネ
クタに接続されている第２コネクタを、第１コネクタから離れる方向に向かって移動させ
る駆動部とを備えてよい。
【選択図】図１
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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